
2 款 1 項 6 目

17 年度 設定なし

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

22,5004,5004,5004,5004,5004,500
年度

実施スケジュール
項目 24年度以前 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

向こう5年間の直接事業費の推移
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 5年間の実績

3972
540千円

千円 3901
537

3901
537544

3907
25年度実績9月末の実績25年度予定

事業活動の実績（活動指標）
24年度実績単位項目

建物総合災害共済分担金
市民総合賠償補償保険料

評価対象外事業
財産管理共通事務事務事業名

予算科目

総合計画での位置付け
行財政改革
行財政改革の推進

公共建設事業一般事務平成25年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

財務課

地方自治法第263条の2
根拠法令等

【開始年度】 平成 【開始年度】実施期間

宮岡 崇
所管課情報 担当課： 515

所属長： 担当責任者：記入者情報
事業の性格

電話番号（内線）：

法定事務

事業の対象 市民

野島 康博

　現在の全国市長会市民総合賠償保険の内容の再検討と市の間接的関与の場合に対応できる保険制度の
研究を行う。　また、その他の保険制度の研究を行い、市にとって最適な保険制度を選択できるようにする。

　建物総合損害共済事業は、全国各市の財産の災害による損害を相互救済することを目的とする。　市民総
合賠償補償保険加入は、市が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び市の業務遂行上の過失に起因する法律
上の損害賠償責任を負った場合の損害を総合的に填補してもらうことを目的とする。事業の目的

　市有財産について、社団法人全国市有物件共済会に対する委託及び災害発生時の共済金請求。　全国市
長会市民総合賠償補償保険への加入及び事故発生時の保険金請求。

事業の内容

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

改善策の
具体的

取り組み

事業費及び財源内訳
25年度決算9月末の執行状況25年度予算24年度決算

事業費
4,513
799
0

4,451
813
5,264 4,926

488
4,438 4,438

813
5,251

人件費
内訳

財源内訳

項　　　目
直接事業費
人件費
合計
人工数
人件費単価
補助事業人件費
人件費
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
一般財源

0
0
0
0

5,264

0.10
7,999
0
799
0
0
0
0

5,312 5,251

0.10
8,135
0

813
0

0
0

0
4,926
0
0
0
0

488
0

8,135
0.060.10

8,135
0

813
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二次評価

二次評価
（所属部長）

課題認識

　全国市長会市民総合賠償保険については、市が所有・管理する施設の瑕疵や業務遂行上の過失に対
する損害填補及び市主催行事等への見舞金支出となっているが、今後、増加しつつあるボランティア活
動中の事故や市の間接的関与の場合に十分対応できる保険がないか研究する必要がある。合わせて、
加入保険の種別、掛け金と補償内容についても再検討が必要である。　　建物総合損害共済事業につい
ては、財産台帳の見直しや関係各課との協議により未加入となっている公共施設等がないか確認すると
ともに、補償内容が十分か再検討する必要がある。

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

意見、課題

コスト効率 3
受益者負担の適正 3

C

課題認識

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 4

B市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 3

有効性
事業の効果 3

C成果向上の可能性 3
施策への貢献度 3

効率性
手段の最適性 3

妥当性

有効性

効率性

自己評価
（担当責任者）

B

C

C
手段の最適性 3

コスト効率 3

成果向上の可能性 3
施策への貢献度 3

市の関与の妥当性 4
事業の効果 3

　現在の全国市長会市民総合賠償保険の内容の再検討（市が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び市
の業務遂行上の過失に起因する法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を総合的に填補してもらう
場合と市主催行事や市管理下のボランティア活動中の事故に対する見舞金の支出のみである）と市の間
接的関与の場合に対応できる保険制度の研究を行っているが、これ以外の補償が可能になる保険制度
は具体的に選択できていない。　　建物総合損害共済事業は、市の財産の災害による損害を相互救済す
ることを目的としており、本年度においても何件かの損害補償を受けており、未加入の施設等の加入促進
を関係課と協議し行う必要がある。

自己評価
4目的の妥当性

市民ニーズへの対応 3

成果指標

指標設定の
考え方

災害、事故等発生時の損害を補填するための保険制度への加入事務であり、成果は求めない。

目　　標
実　　績

区分年度 24年度 25年度 26年度
00%0%0%

受益者負担の適正 3

000%0%

成果指標
成果は求めない。
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行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）

経営者会議の最終判断

事業の方向性

意見、課題

現状のまま継続する。


